
2
0
1
3
年
1
月
3
0
日
時
点

弁
護

士
会

支
援
の
た
め

の
組
織

新
規
登
録
弁
護
士
研
修

に
基

づ
く
研

修
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
等

独
立
開
業
の
た

め
の
独
自
研
修

委
員
会
を

通
じ
た
支
援

「
指
導
委
託
弁
護
士

制
度
」
等
の
創
設
・
実
施

相
談
会

の
実
施

そ
の

他

1
東

京
チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
運

営
協

議
会

●
新

規
登

録
弁

護
士

集
合

研
修
（
２
日
間
）

●
選

択
必

修
研

修
（
弁

護
士

研
修

セ
ン
タ
ー
が

指
定

す
る

研
修
講
座
を
３
項
目
以
上
受

講
す
る
。
）

●
倫

理
研

修
●

個
別

研
修

（
一

般
法

律
相

談
・
被

疑
者

弁
護

又
は

被
告

人
弁

護
）

●
会

務
研

修
（
各

種
委

員
会

に
研

修
員

と
し
て
１
年

間
参

加
）

●
新

規
登

録
弁

護
士

研
修

に
基

づ
く
研

修
の

内
容

変
更

に
つ
い
て

従
来
の
「
選
択
必
修
項
目
」
を
，
「
ク
ラ
ス
別
研
修
制
度
」
に
変
更
す
る
。

【
新
規
登
録
弁
護
士
向
け
ク
ラ
ス
別
研
修
の
概
要
】

①
新
規
登
録
弁
護
士
２
０
名
及
び
指
導
担
当
の
世
話
人
（
担
任
及
び
副
担
任
）
で
１
ク
ラ
ス
を

構
成
す
る
。

②
担

任
に
は

登
録

５
～

１
０
年

目
の

会
員

が
，
副

担
任

に
は

登
録

１
１
年

目
以

上
の

キ
ャ
リ

ア
を
有
す
る
会
員
が
就
任
し
，
相
談
し
な
が
ら
ク
ラ
ス
運
営
と
ゼ
ミ
の
進
行
を
行
う
。

③
進
行
方
式
は
，
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
自
主

運
営
方
式
を
前
提
と
し
て
，
全
員
が
参
加
可
能
と

な
る
よ
う
な
ゼ
ミ
方
式
と
す
る
。

④
ク
ラ
ス
別
研
修
を
全
７
回
開
催
し
，
う
ち
３
回
の
出
席
を
義
務
と
す
る
。

●
「
指
導
委
託
弁
護
士
制
度
」
等
の
創
設

・
実
施
の
内
容
変
更
に
つ
い
て

（
１
）
チ
ュ
ー
タ
ー
制
度

チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
の

う
ち
，
２
０
１
１
年

１
１
月

か
ら
試

行
し
た
「
法

律
相

談
チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
」

に
つ
い
て
，
取
組
み
を
終
了
し
た
。

（
２
）
蒲
田
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
若
手
支
援
制
度

会
員

数
の

急
激

な
増

加
の

中
で
，
即

時
・
早

期
独

立
弁

護
士

が
自

身
の

業
務

処
理

に
つ
い

て
経
験
の
あ
る
弁
護
士
に
相
談
出
来
る
環
境
に
恵
ま
れ
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
鑑
み
，
若

手
会

員
の

業
務

を
支

援
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
，
２
０
１
２
年

１
０
月

１
日

に
蒲

田
セ
ン
タ
ー
を

開
設
し
ま
し
た
。

【
蒲
田
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
若
手
支
援
制
度
の
概
要
】

①
蒲
田
セ
ン
タ
ー
内
に
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
等
が
自
由
に
利
用
で
き
る
若
手
専
用
の
執
務
室
を
設
け

る
こ
と
に
よ
り
，
若
手
の
良
好
な
執
務
環
境
を
確
保
し
ま
す
。

②
法
律
相
談
の
面
接
技
術
等
を
学
ぶ
機

会
の
提
供
を
目
的
と
し
，
先
輩
弁
護
士
の
法
律
相

談
へ
の
同
席
及
び
電
話
ガ
イ
ド
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
可
能
と
し
ま
す
。

③
上
記
②
で
同
席
し
た
面
接
相
談
が
継
続
相
談
又
は
直
接
受
任
と
な
っ
た
場
合
や
，
電
話

ガ
イ
ド
か
ら
面
接
相
談
又
は
面
談
相
談
を
経
て
直
接
受
任
と
な
っ
た
場
合
は
，
相
談
担
当
弁

護
士
又
は
電
話
ガ
イ
ド
担
当
弁
護
士
と
共
同
で
事
件
処
理
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
り
，
Ｏ
Ｊ

Ｔ
の
場
を
提
供
し
ま
す
。

●
「
若
手
相
談
室
」
（
新
進
会
員
活
動
委

員
会
が
運
営
）

　
こ
の
相
談
室
で
は
登
録
後
５
年
以
内

の
会

員
を
対

象
に
、
事

務
所

内
の

人
間

関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
、
精
神
的
な
悩
み
、
経

済
的

な
悩

み
な
ど
弁

護
士

業
務

に
付

随
し
て
生

じ
る
様

々
な
悩

み
事

を
同

じ
く
登

録
５
年
以
内
の
同
委
員
会
委
員
が
相
談

に
の

る
。

　
相
談
方
法
は
メ
ー
ル
で
相
談
を
受
け

付
け
、
同
委
員
会
委
員
長
が
決
定
し
た

相
談
担
当
者
２
名
が
面
談
を
行
い
，
ア
ド

バ
イ
ス
や
関
係
機
関
の
紹
介
な
ど
を
行

う
。

●
会

員
サ

ポ
ー
ト
窓

口
（
会

員
サ

ポ
ー
ト

窓
口
運
営
協
議
会
が
運
営
）

　
こ
の
窓
口
は
、
若
手
会
員
の
み
な
ら
ず

全
会
員
対
象
。
原
則
と
し
て
１
回
的
な
助

言
で
解
決
で
き
る
事
項
を
対
象
と
し
、
業

務
に
関

し
て
生

じ
た
問

題
等

に
つ
き
、
助

言
を
す
る
。

2
第

一
東
京

弁
護

士
就

職
情
報
セ
ン
タ
ー

運
営

委
員

会

●
新

規
登

録
弁

護
士

研
修

と
し
て
の

国
選

弁
護

研
修

を
優

先
的

に
割

り
当

て
，
早

期
に

国
選

弁
護

事
件

が
受

任
で
き

る
よ
う
検

討
中

。
●

班
制

度
同

期
関

係
の

構
築

を
目

的
と

し
，
新
規
登
録
弁
護
士
を
５
つ

の
班

に
分

け
，
班

ご
と
に
勉

強
会

や
懇

親
会

等
を
開

催
し

て
い
る
。
ま
た
，
班
長
は
５
人

の
副
会
長
が
担
当
し
，
相
談

等
に
応

じ
る
よ
う
に
し
て
い

る
。

●
刑

事
弁

護
委

員
会

に
，
被

疑
者

国
選

弁
護

に
関

す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

作
成

及
び
受

任
後

の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
（
登

録
３
年
以
下
Ｍ
Ｌ
，
名
簿
登

録
者
間
Ｍ
Ｌ
等
）
を
利
用

し
た
同

委
員

会
委

員
を

中
心

と
し
た
相

談
体

制
の

構
築

を
と
っ
て
い
る
。

●
若

手
会

員
委

員
会

の
活

動
に
つ
い
て

の
情

報
を
提

供
し
，

委
員

会
の

諸
活

動
へ

の
参

加
を
呼

び
か

け
て
い
る
。

●
支

援
対

象
弁

護
士

が
，
当

会
と
し
て

担
当

希
望

者
が

少
な
い
多

摩
地

区
に
お

け
る
国

選
弁

護
事

件
を
受

任
出

来
る
よ

う
検
討
中
。

3
第

二
東
京

新
人

サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

●
第

二
東

京
弁

護
士

会
の

新
規

登
録

弁
護

士
研

修
指

導
要

領
に
基

づ
い
た
研

修
.

●
新

人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト

（
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
業

務
・
事

件
処

理
・
事

務
運

営
に
関

す
る
助

言
を

行
っ
て
い
る
。
現
在
３
０

０
名
以
上
の
若
手
会
員

が
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に

参
加

し
て
お
り
，
具

体
的

な
事

件
処

理
の

方
法

，
証

拠
収

集
（
情

報
収

集
）

の
方

法
等

に
つ
い
て
，

活
発

な
や

り
と
り
が

な
さ

れ
て
い
る
。
）

●
登
録
１
年
目
の
会

員
は

新
人

研
修

の
１

つ
と
し
て
必

ず
１
つ

の
委

員
会

の
委

員
又

は
幹

事
と
な
る
こ

と
を
義

務
づ
け
て
い

る
。
各

委
員

会
で
は

そ
の

委
員

会
で
行

う
法

律
相

談
や

シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
積

極
的

に
新

人
弁

護
士

を
立

ち
会

わ
せ

る
よ
う
に
し

て
い
る
。

●
２
０
１
１
年
１
０
月
よ
り
，
指
導
担
当
弁
護
士
と
の
共
同
受
任
に
よ
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
受
け

ら
れ

る
よ
う
に
す
る
「
指

導
担

当
弁

護
士

制
度

」
を
立

ち
上

げ
た
。

●
同

月
に
は

，
中

野
区

野
方

に
あ
る
当

会
物

件
を
活

用
し
て
「
は

な
さ
き
記

念
館

」
を

建
設
。
新
人
弁
護
士
の
た
め
の
法
律
事
務
所
を
７
区
画
設
け
て
お
り
，
同
館
の
入
居

者
は

上
記

指
導

担
当

弁
護

士
制

度
の

利
用

を
必

須
と
す
る
こ
と
で
，
ハ

ー
ド
・
ソ
フ
ト

両
面

か
ら
の

体
制

を
整

え
た
。

●
当

会
が

運
営

す
る
新

宿
法

律
相

談
セ
ン
タ
ー
を
利

用
し
て
，
相

談
担

当
弁

護
士

に
新

人
弁

護
士

が
同

席
，
共

同
相

談
（
必

要
に
応

じ
て
共

同
受

任
等

）
を
お
こ
な
う
Ｏ

Ｊ
Ｔ
の

試
行

が
行

わ
れ

て
い
る
。

●
新

人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
個

別
相

談
（
新

人
か

ら
の

個
別

の
相

談
用

メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
設

置
し
，
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト

で
の

協
議

に
な
じ
ま
な
い
相

談
に
対

し
，

担
当
サ
ポ
ー
ト
メ
ン
バ
ー
２
名
が
面
談
等

を
し
て
対

応
す
る
。
）

●
事
案
検
討
会
・
交
流
会

新
人

会
員

と
サ

ポ
ー
ト
メ
ン
バ

ー
と
の

勉
強

会
（
事

案
検

討
会

）
を
行

っ
て
い
る
。

サ
ポ
ー
ト
メ
ン
バ

ー
が

実
際

に
扱

っ
た
事

件
を
簡

易
に
報

告
し
，
新

人
と
意

見
交

換
を
す
る
。
報

告
の

主
目

的
は

，
具

体
的
事
案
の
成
功
ポ
イ
ン
ト
，
失
敗
ポ
イ
ン

ト
を
紹

介
し
て
，
新

人
会

員
が

即
座

に
使

え
る
事

件
処

理
の

ノ
ウ
ハ

ウ
，
証

拠
収

集
の

ノ
ウ
ハ

ウ
，
あ
る
い
は

依
頼

者
と
の

関
係

の
作

り
方

の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
提

供
す

る
予
定
。

●
交
流
会
（
懇
親
会
）
を
行
い
，
新
人
弁

護
士

の
現

状
に
関

す
る
直

接
の

情
報

を
得

る
機

会
を
設

け
る
予

定
。

●
会
費
の
減
額
（
新
人
会
員
の
会
費
を

減
額
）

即
時

・
早

期
独

立
開

業
弁

護
士

に
対

す
る

各
弁

護
士

会
に

お
け

る
対

応
状

況

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
詳

細
に

つ
い

て
は

各
弁

護
士

会
に

お
問

い
合

せ
く

だ
さ

い
。
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2
0
1
3
年
1
月
3
0
日
時
点

弁
護

士
会

支
援
の
た
め

の
組
織

新
規
登
録
弁
護
士
研
修

に
基

づ
く
研

修
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
等

独
立
開
業
の
た

め
の
独
自
研
修

委
員
会
を

通
じ
た
支
援

「
指
導
委
託
弁
護
士

制
度
」
等
の
創
設
・
実
施

相
談
会

の
実
施

そ
の

他

即
時

・
早

期
独

立
開

業
弁

護
士

に
対

す
る

各
弁

護
士

会
に

お
け

る
対

応
状

況

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
詳

細
に

つ
い

て
は

各
弁

護
士

会
に

お
問

い
合

せ
く

だ
さ

い
。

4
横

浜
就

業
問

題
対

策
委

員
会

●
各

種
研

修
の

実
施

①
必

修
集

合
研

修
（
倫

理
研

修
を
含

む
）
→

刑
事

弁
護

，
法

律
相
談
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど

②
連
続
集
合
研
修
（
全
７
回
）

→
不
動
産
問
題
，
相
続
，
遺

言
問

題
な
ど

③
個

別
研

修
→

法
律

相
談

，
総
合
相
談
，
多
重
債
務
相

談
，
離
婚
相
談
，
相
続
相
談

の
い
ず
れ

か
に
つ
い
て
２
回

（
６
件
）

④
会

務
研

修
→

当
会

委
員

会
へ
の
出
席
。
３
回
以
上
の
出

席
が

必
要

。

⑤
行

事
へ

の
参

加
→

当
会

，
日

弁
連

の
行

事
に
積

極
的

に
参

加
す
る
こ
と
。

●
就

業
問

題
対

策
委

員
会

で
即

独
相

談
会

を
開

催
し
て
い

る
。

●
若

手
会

員
育

成
支

援
委

員
会

で
チ
ュ
ー
タ
ー
を
選

任
し
，
若

手
の

支
援

に
あ
た
っ

て
い
る
。

有
り

●
即
時
・
早
期
独
立
弁
護
士
は
，
個
別

事
件

に
関

し
て
も
「
会

員
サ

ポ
ー
ト
窓

口
」
に
て
相

談
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

5
埼

玉

チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
運

営
委

員
会
、
研
修
委
員

会
、
刑
弁
セ
ン

タ
ー
運

営
委

員
会

●
研

修
委

員
会

に
お
い
て
実

施
予
定
（Ｈ

２
５
．
３
）

●
チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
運

営
委

員
会

に
お
い
て
新

人
用
の
Ｍ
Ｌ
を
開
設

●
チ
ュ
ー
タ
ー

制
度

運
営

委
員

会
に
お
い
て
実

施
予
定
（
Ｈ
２

５
．
２
）

①
チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
運

営
員

会
に
お
い

て
、
１
年
間
（
毎
年
２

月
～
１
月
）
、
新
人
を

約
１
０
名
ご
と
の
班

に
分

け
、
各

班
ご
と

に
４
名

チ
ュ
ー
タ
ー

を
配
し
、
年
４
～
６
回

程
度

の
研

修
・
懇

親
会
を
開
催
し
、
Ｍ
Ｌ
を

開
設

す
る
な
ど
、
新

人
の

支
援

に
当

た
っ

て
い
る
（
チ
ュ
ー
タ
ー

は
毎

年
公

募
）
。

②
刑
事
弁
護
セ
ン

タ
ー
運

営
委

員
会

に
お
い
て
、
即

独
弁

護
士

に
つ
い
て
は

指
導

担
当

弁
護

士
を
一

定
期

間
選

任
す
る
な

ど
の

フ
ォ
ロ
ー
を

行
っ
て
い
る
。

●
特
に
な
し
（
な
お
、
上
記
チ
ュ
ー
タ
ー
制
度
の
施
行
が
Ｈ
２
４
．
２
～
）

●
各
種
法
律
相
談
担
当
者
名
簿
や
当

番
・
国

選
名

簿
へ

の
登

録
に
あ
た
り
、
そ

れ
ぞ
れ

研
修

受
講

が
要

件
と
な
っ
て
お

り
、
新

人
に
と
っ
て
恰

好
の

研
修

の
場

と
な
っ
て
い
る
。

6
千

葉
県

新
人

弁
護

士
等

支
援

委
員

会

●
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
「
千

葉
新
人
質
問
箱
Ｍ
Ｌ
」

●
研

修
委

員
会

が
、

新
入

会
員

に
対

し
研

修
を
実
施
（
２
日
間
。

但
し
即

独
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず
）
。

●
裁

判
所

書
記

官
を
講

師
と
し
て
、
民

事
、
家
事
、
保
全
等

の
研

修
を
実

施
（
２

日
間
。
但
し
、
即
独

の
有

無
に
か

か
わ

ら
ず
）
。

●
即

独
弁

護
士

に
対

し
て
指

導
担

当
弁

護
士

を
つ
け
て
、
適

時
相

談
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
る
（
期

間
１
年

間
）
。

●
法
律
相
談
担
当
，
国
選
登
録
等
の
早

期
化
。

●
司
法
修
習
修
了
後
１
年
未
満
の
会
員

の
会

費
を
１
年

間
半

額
に
減

額
。

7
茨

城
県

●
新

規
登

録
弁

護
士

へ
の

研
修

制
度

を
規

則
化

8
栃

木
県
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2
0
1
3
年
1
月
3
0
日
時
点

弁
護

士
会

支
援
の
た
め

の
組
織

新
規
登
録
弁
護
士
研
修

に
基

づ
く
研

修
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
等

独
立
開
業
の
た

め
の
独
自
研
修

委
員
会
を

通
じ
た
支
援

「
指
導
委
託
弁
護
士

制
度
」
等
の
創
設
・
実
施

相
談
会

の
実
施

そ
の

他

即
時

・
早

期
独

立
開

業
弁

護
士

に
対

す
る

各
弁

護
士

会
に

お
け

る
対

応
状

況

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
詳

細
に

つ
い

て
は

各
弁

護
士

会
に

お
問

い
合

せ
く

だ
さ

い
。

9
群

馬
研

修
委

員
会

●
検

討
中

●
新
６
４
期
新
規
登

録
弁

護
士

よ
り
実

施
予

定
。

●
「
即

独
サ

ポ
ー
ト
制

度
」
を
作

り
，
即

独
者

１
名

に
つ
き
，
会

員
２
名

を
サ

ポ
ー
ト
担

当
と
す
る
制

度
を
創

設
し
た
（
詳

細
は

検
討

中
）
。

1
0

静
岡

県

1
1

山
梨

県

1
2

長
野

県
●
２
０
１
２
年
１
２
月
１
日
か
ら
チ
ュ
ー
タ
ー
制
度
を
実
施
。

1
3

新
潟

県

短
期

独
立

弁
護

士
支

援
協

議
会

（
平

成
２

２
年
４
月
を
め

ど
に
設

置
予

定
）

●
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
開

設
を
検

討
予

定

●
短

期
独

立
弁

護
士

を
対

象
と

す
る
倫

理
研

修
を
実

施
す
る
こ

と
を
検

討
中

●
短

期
独

立
弁

護
士

に
対

す
る
指

導
を

他
の

会
員

へ
委

託
す
る
こ
と
を
検

討
中

●
短

期
独

立
弁

護
士

に
対

す
る
指

導
委

託
に
関

す
る
規

則
の

制
定

。
●

即
独

・
早

期
独

立
弁

護
士

に
対

す
る
支

援
規

則
の

制
定

。
●

短
期

独
立

弁
護

士
を
対

象
と
す
る
相

談
窓

口
を
設

置
す
る
こ
と
を
検

討
中

1
4

大
阪

司
法

修
習

生
及

び
弁

護
士

の
就

職
支

援
に
関

す
る
特

別
委

員
会

●
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
，

事
件

受
任

後
の

法
律

事
務

の
処

理
な
ど
に
つ
い

て
の
助
言
，
意
見
交
換

を
行

っ
て
い
る
。

●
新
規
登
録
後
１
年
未
満
の
新
人
独
立
弁
護
士
が
会
長
か
ら
委
託
を
受
け
た
支
援

弁
護

士
に
よ
る
指

導
を
最

長
６
ヶ
月

間
受

け
ら
れ

る
。
支

援
担

当
弁

護
士

は
過

去
に

修
習

指
導

を
担

当
し
た
会

員
の

中
か

ら
委

嘱
。

指
導
期
間
中
，
最
大
週
に
５
日
程
度
支
援
担
当
弁
護
士
の
事
務
所
で
指
導
を
受
け

る
こ
と
が

で
き
，
自

分
の

個
人

事
件

に
つ
い
て
の

質
問

や
支

援
担

当
弁

護
士

の
事

件
の

共
同

受
任

が
可

能
。

但
し
、
支
援
担
当
弁
護
士
は
無
償
の
公
益
活
動
。
新
人
独
立
弁
護
士
へ
の
報
酬
支

払
は

義
務

と
し
な
い
。

●
入

会
式

後
日

，
新

人
独

立
弁

護
士

等
を
対

象
に
，
当

会
の

支
援

制
度

を
紹

介
す

る
説

明
会

を
開

催
し
て
い
る
。

●
入

会
に
あ
た
っ
て
の

支
援

と
し
て
，
会

館
負

担
金

会
費

を
納

め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
，
こ
れ
ま
で
の
一
括
納
入
及

び
２
回
分
割
納
付
の
他
に
１
年
目
は
猶

予
，
２
年
目
か
ら
は
分
割
納
付
を
認
め

て
い
る
。

●
図

書
館

の
入

口
付

近
に
新

人
独

立
弁

護
士

に
有

用
・
有

益
な
図

書
を
開

架
し
て
い
る
。

1
5

京
都

新
規

登
録

弁
護

士
の

受
入

れ
に
関

す
る

ワ
ー
キ
ン
グ

チ
ー
ム

●
独

立
相

談
メ
ー
リ
ン

グ
リ
ス
ト

（
独

立
に
際

し
知

っ
て
お

く
べ
き
知
識
・
情
報
の
提

供
，
研

修
等

に
つ
い
て

の
情

報
提

供
）

●
早
期

独
立
者

支
援
ガ
イ

ダ
ン
ス
の

開
催
に

つ
き
，
実

績
あ
り
。

1
6

兵
庫

県
研

修
委

員
会

弁
護

士
業

務
委

員
会

●
新

規
登

録
弁

護
士

研
修

（
①

集
合

研
修

②
個

別
研

修
③

会
務

研
修

）
※

即
独

弁
護

士
に
限

定
し
な
い

●
新

規
登

録
弁

護
士

研
修

の
内

容
以

外
の

事
件

等
の

処
理

に
つ

い
て
，
相
談
窓

口
を
設

置
。

1
7

奈
良

1
8

滋
賀

現
在

は
設

け
て
い
な
い
が

，
今
後
，
増
加
す

れ
ば

組
織

の
設

置
を
検

討
す
る

本
会

の
新

規
登

録
弁

護
士

研
修

指
導

に
基

づ
い
た
研

修
を

検
討

中
。

指
導

担
当

弁
護

士
を
定

め
，
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
指

導
・
助

言
に
あ
た
る
指

導
委

託
弁

護
士

制
度

の
実

施
。

1
9

和
歌

山

研
修
委
員
会
,即

時
・
早
期
独
立

弁
護
士
支
援
制

度
運
営
委
員
会

（
1
2
/
2
0
設
置
予

定
）

●
新
規
登
録
弁
護
士
研
修
（
①

集
合
研
修
②
個
別
研
修
③
会
務

研
修
）
※
即
時
・
早
期
独
立
弁
護

士
に
限
定
し
な
い

●
指

導
担

当
弁

護
士

を
委

員
会

が
指

名
（
即

時
・
早

期
独

立
弁

護
士

の
場

合
の

み
）

し
，
個

別
研

修
に
お
い
て
指

導
す
る
。

●
チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
の

創
設

（
対

象
者
（
当
会
入
会
時
点
で
登
録
後
１
年
未
満
の
者

で
，
他

の
法

律
事

務
所

に
所

属
し
な
い
会

員
）
か

ら
チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
利

用
申

込
み

が
あ
れ

ば
，
委

員
会

が
２
名

の
チ
ュ
ー
タ
ー
を
選

出
し
，
チ
ュ
ー
タ
ー
選

任
後

最
大

１
年
間
，
助
言
・
指
導
を
行
う
。

●
チ
ュ
ー
タ
ー
２
名
の
う
ち
，
１
名
は
新

規
登
録
弁
護
士
の
指
導
担
当
弁
護
士

を
チ
ュ
ー
タ
ー
と
す
る
こ
と
が

可
能
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2
0
1
3
年
1
月
3
0
日
時
点

弁
護

士
会

支
援
の
た
め

の
組
織

新
規
登
録
弁
護
士
研
修

に
基

づ
く
研

修
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
等

独
立
開
業
の
た

め
の
独
自
研
修

委
員
会
を

通
じ
た
支
援

「
指
導
委
託
弁
護
士

制
度
」
等
の
創
設
・
実
施

相
談
会

の
実
施

そ
の

他

即
時

・
早

期
独

立
開

業
弁

護
士

に
対

す
る

各
弁

護
士

会
に

お
け

る
対

応
状

況

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
詳

細
に

つ
い

て
は

各
弁

護
士

会
に

お
問

い
合

せ
く

だ
さ

い
。

2
0

愛
知

県

若
手

会
員

育
成

支
援

特
別

委
員

会
及

び
研
修
セ
ン
タ
ー

運
営

委
員

会

●
新
規
登
録
弁
護
士
研
修
規
程

並
び
に
新
規
登
録
弁
護
士
研
修

実
施

規
則

に
基

づ
く
研

修
を
実

施
し
て
い
る
①
集
合
研
修
，
②
個

別
研

修
（
法

律
相

談
研

修
，
刑

事
弁

護
研

修
（
事

件
を
２
件

以
上

受
任

し
た
上

で
，
経

験
交

流
会

に
出

席
す
る
）
，
少

年
付

添
人

研
修

（
事

件
を
１
件

以
上

受
任

し
た

上
で
，
経

験
交

流
会

に
出

席
す

る
）
，
③

会
務

研
修

か
ら
構

成
さ

れ
て
い
る
。

●
「
集

合
研

修
」
に
は

，
必

修
科

目
と
選
択
必
修
科
目
が
あ
り
，
毎

年
１
月

下
旬

か
ら
２
月

上
旬

に
「
第

１
回

集
合

研
修

」
（
弁

護
士

自
治

等
の

必
修

科
目

）
，
７
月

頃
に
「
第

２
回

集
合

研
修

」
（
選

択
必

修
科

目
）
，
１
０
月

頃
に
「
第
３

回
集
合
研
修
」
（
選
択
必
修
科
目

＋
経
験
交
流
会
）
が
実
施
さ
れ

る
。
会

務
研

修
は

，
委

員
会

１
つ

以
上

に
所

属
し
，
本

会
総

会
，
中

弁
連

大
会

，
定

期
総

会
，
人

権
擁

護
大

会
の

う
ち
１
つ
以

上
に

参
加
し
，
報
告
書
を
提
出
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

●
会

長
か

ら
委

嘱
さ
れ

た
新

入
会

員
を
支

援
す
る
弁

護
士

（
チ
ュ
ー
タ
ー
）
が

当
会

に
弁

護
士

と
し
て
初

め
て
登

録
し
た
新

入
会

員
（
た
だ
し
弁

護
士

・
裁

判
官

の
実

務
経

験
を
１
年

以
上

経
過

し
た
も
の

を
除

く
）
を
１
０
名

程
度

に
分

け
た
グ
ル

ー
プ
の

担
当

と
な
り
，
原

則
と
し
て
１
年

間
，
新

入
会

員
が

主
体

と
な
っ
て
開

催
す
る
勉

強
会

お
よ
び
懇

談
会

に
出

席
し
，
も
っ
て
新

入
会

員
相

互
間

及
び
チ
ュ
ー
タ
ー
と
の

交
流

を
図

り
，
弁

護
士

と
し
て
の

業
務

遂
行

に
必

要
な
能

力
・
資

質
の

涵
養

お
よ
び
会

務
等

の
情

報
交

換
の

場
と
す
る
。

●
各

グ
ル

ー
プ
毎

に
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
を
作

成
し
て
い
る
。

●
弁
護
士
登
録
６
か
月
未
満
の
弁
護
士
で
，
既
存
の
法
律
事
務
所
に
所
属
せ
ず
に

独
立

し
た
も
の

及
び
既

存
の

法
律

事
務

所
に
所

属
し
た
後

に
独

立
し
た
も
の

（
裁

判
官
又
は
検
察
官
を
退
官
し
た
後
，
弁
護
士
登
録
し
た
者
を
除
く
。
）
は
，
支
援
担
当
弁

護
士
の
法
律
事
務
所
に
出
向
き
，
支
援
担
当
弁
護
士
の
指
導
の
下
，
法
律
相
談
，

事
件
処
理
等
を
行
う
。
指
導
日
及
び
指
導
時
間
は
，
１
日
５
時
間
，
週
５
日
を
越
え
な

い
も
の

と
さ
れ

て
い
る
。
支

援
担

当
弁

護
士

に
よ
る
指

導
は

，
無

償
で
あ
る
。
新

人
独

立
弁
護
士
か
ら
は
，
報
酬
を
請
求
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

●
会

長
か

ら
委

嘱
さ
れ

た
相

談
員

が
弁

護
士

と
し
て
の

登
録

５
年

以
内

の
会

員
の

職
務

及
び
業

務
に
関

し
て
生

じ
た
問

題
に
つ
い
て
相

談
に
応

じ
る
サ

ポ
ー
ト

窓
口

制
度

が
実

施
さ
れ

て
い
る
。

2
1

三
重

●
経
験
１
年
未
満
の
会
員
に

対
し
，
集
合
研
修
，
会
務
研

修
，
指

導
担

当
弁

護
士

に
よ

る
個

別
研

修
を
実

施
。

●
研

修
委

員
会

で
指

導
担

当
弁

護
士

を
選

任
可

。

●
業

務
依

頼
メ
ー
リ
ン

グ
リ
ス
ト
に
よ
る
事

件
受

任
，
刑
事
弁
護
・
消
費
者

問
題
Ｍ
Ｌ
に
よ
る
情

報
交

換
が

可
能

。
●

そ
の

他
各

委
員

会
が

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
を
設

置
。

2
2

岐
阜

県
研

修
委

員
会

●
新

規
登

録
弁

護
士

や
新

規
登

録
Ｐ
Ｔ
の

委
員

が
参

加
す
る
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
（
若

手
弁

護
士

が
気
軽
に
質
問
で
き
る
。
）

●
委

員
会

活
動

や
個

別
の

弁
護

士
に
よ

る
一

般
的

支
援

。

●
新
規
登
録
後
一
定
期
間
の
弁
護
士

に
対

す
る
会

費
の

減
免

に
つ
い
て
検

討
中
。

2
3

福
井

特
に
な
し

●
会

務
研

修
な
ど
あ
る
が

，
特

に
独

自
の

も
の

は
な
い
。

●
全
員
参
加
型
の
メ
ー

リ
ン
グ
リ
ス
ト
あ
り
。

●
即

独
者

を
対

象
に
し
た
も
の

は
な
い
。

●
研

修
委

員
会

に
よ

り
，
登
録
２
年
目
ま

で
は

，
３
ヶ
月

に
１
度

の
懇

親
を
含

ん
だ
研

修
を
行
う
。
た
だ
し
，

任
意

参
加

で
あ
り
，

即
独

に
は

限
定

し
て

い
な
い
。

ま
た
，
刑

事
弁

護
委

員
会

に
よ
る
チ
ュ
ー

タ
ー
制

度
に
よ
り
，

国
選

弁
護

に
つ
い
て

最
低

１
件

に
つ
い

て
，
指

導
を
行

う
よ
う

に
し
て
い
る
。

●
な
し

●
当
会
で
は
，
現
在
の
と
こ
ろ
，
新
人
と

即
独

を
特

に
区

別
を
し
て
い
な
い
。

2
4

金
沢

●
新

規
登

録
指

導
担

当
弁

護
士

制
度

2
5

富
山

県

●
新

人
向

け
ガ
イ
ダ
ン
ス
，
民

事
法

律
扶

助
，
各

種
弁

護
士

選
任

制
度

に
つ
い
て

の
研

修
の

実
施

。
●
日
弁
連
特
別
研
修
の
研
修
パ
ス
ポ
ー
ト
費
用
支
援
（
若
手
会
員
限
定
。
）
。

●
有

志
に
よ
る
判

例
研

究
会

，
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
。
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2
0
1
3
年
1
月
3
0
日
時
点

弁
護

士
会

支
援
の
た
め

の
組
織

新
規
登
録
弁
護
士
研
修

に
基

づ
く
研

修
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
等

独
立
開
業
の
た

め
の
独
自
研
修

委
員
会
を

通
じ
た
支
援

「
指
導
委
託
弁
護
士

制
度
」
等
の
創
設
・
実
施

相
談
会

の
実
施

そ
の

他

即
時

・
早

期
独

立
開

業
弁

護
士

に
対

す
る

各
弁

護
士

会
に

お
け

る
対

応
状

況

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
詳

細
に

つ
い

て
は

各
弁

護
士

会
に

お
問

い
合

せ
く

だ
さ

い
。

2
6

広
島

2
7

山
口

県

●
新
人
弁
護
士
研
修
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
基
づ
き
，
２
月
の
新

入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
他
，
各
委
員
会
等
の
主
催

で
各

種
研

修
を
実

施
し
て
い

る
。

●
新

人
弁

護
士

メ
ー
リ

ン
グ
リ
ス
ト
で
は

，
４
年

目
程

度
ま
で
の

会
員

の
希
望
者
が
加
入
で
き
，

質
問
を
行
え
ば
，
各
員

会
の
委
員
長
ク
ラ
ス
の

回
答

担
当

会
員

が
回

答
を
速

や
か

に
行

う
こ
と
に

し
て
い
る
。

●
就

職
部

会
の

担
当

弁
護

士
が

相
談

に
あ
た
っ
て
い
る
状

況
で
あ
る
。

●
チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
あ
り
。
対

象
者

は
，
新

人
弁

護
士

で
あ
っ
て
（
原

則
，
法

曹
経

験
３
年
未
満
の
者
に
限
る
。
）
，
即
独
，
早
期
独
立
，
ま
た
は
，
委
員
会
が
相
当
と
認
め

た
者

で
希

望
し
た
者

に
つ
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

2
8

岡
山

新
規

登
録

弁
護

士
等

対
応

委
員

会

●
独

立
相

談
メ
ー
リ
ン

グ
リ
ス
ト
を
設

置
。

●
個

別
相

談
窓

口
を
設

置
●

即
時

早
期

独
立

開
業

弁
護

士
の

う
ち
希

望
者

に
対

し
て
個

別
指

導
弁

護
士

を
選

任
す
る
チ
ュ
ー
タ
ー
制

度
を
設

置
。

2
9

鳥
取

県
●

研
修

委
員

会
に
よ
る
，
新

規
登

録
弁

護
士

を
対

象
と
し
た
刑

事
弁

護
説

明
会

を
実

施
。

3
0

島
根

県
新

規
登

録
会

員
支

援
Ｐ
Ｔ
研

修
委

員
会

●
新

規
に
登

録
し
た
会

員
の

研
修
を
，
１
月
頃
に
新
入
会

員
研

修
と
し
て
実

施
（
即

独
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず
）
。

●
日
弁
連
の
研
修
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
そ
っ
て
個

別
研

修
の

必
須

項
目

と
会

務
研

修
を
実

施
。

●
当
番
弁
護
，
被
疑

者
国
選
弁
護
，
弁
護

士
会

主
催

の
法

律
相

談
セ
ン
タ
ー
担

当
の

割
り
当

て
に
つ
い

て
の

配
慮

（
即

独
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず
）
。

●
勤

務
弁

護
士

の
場

合
は

所
属

す
る
事

務
所

の
会

員
が

指
導

・
サ

ポ
ー
ト
を
行

う
が

，
即

独
弁

護
士

に
対

し
て
は

指
導

委
託

を
実

施
し
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

●
司

法
修

習
生

の
修

習
を
終

え
て
入

会
し
た
，
修
習
を
終
わ
っ
て
か
ら
満
３
年
を

経
過

し
な
い
会

員
に
つ
い
て
は

会
費

を
半

額
と
し
て
い
る
（
即

独
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず
）
。

3
1

福
岡

県
研

修
委

員
会

新
人

研
修

Ｐ
Ｔ

●
新

規
登

録
弁

護
士

研
修

指
導

要
領

に
基

づ
い
た
研

修
を

実
施

。

●
即

時
・
早

期
独

立
マ
ニ
ュ
ア
ル

福
岡

版
を
作

成
済

。
●

主
任

及
び
個

別
指

導
弁

護
士

制
度

を
創

設
済

。

3
2

佐
賀

県
●
新
入
会
員
研
修
（
１
～
２

日
）

●
各
委
員
会
が
，
新

入
会

員
向

け
研

修
を

随
時

実
施

。

●
即

独
立

な
い
し
早

期
独

立
の

弁
護

士
に
対

し
，
中

堅
以

上
の

弁
護

士
２
名

を
指

導
担

当
弁

護
士

と
し
て
指

名
し
，
事

件
処

理
，
事

務
所

運
営

等
に
つ
い
て
の

助
言

を
い
つ
で
も
求

め
ら
れ

る
よ
う
に
し
，
事

件
の

共
同

受
任

も
積

極
的

に
行

っ
て
い
た
だ
く

よ
う
，
指

導
担

当
弁

護
士

に
要

請
し
て
い
る
。

3
3

長
崎

県

3
4

大
分

県

3
5

熊
本

県
●

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
あ

り

3
6

鹿
児

島
県

3
7

宮
崎

県

3
8

沖
縄

即
独

Ｐ
Ｔ

●
即

独
Ｐ
Ｔ
を
設

置
し
た
。

3
9

仙
台

4
0

福
島

県

4
1

山
形

県
新

規
登

録
等

支
援

委
員

会

●
新

規
登

録
等

支
援

委
員

会
規
則
，
新
規
登
録
弁
護
士
研

修
規
則
，
新
規
登
録
弁
護
士

研
修

規
則

に
基

づ
い
た
研

修
を
実

施
。

●
個

別
に
相

談
が

あ
っ
た
と
き
に
は

委
員

会
で
対

応
。

●
即

時
独

立
開

業
弁

護
士

に
対

し
て
，
２
名

の
個

別
指

導
弁

護
士

を
付

け
る
。

4
2

岩
手

新
規

登
録

弁
護

士
等

対
応

委
員

会
に
お

い
て
対

応
を

検
討

中
。

●
基

本
的

に
は

個
別

に
相

談
が

あ
っ
た

時
点

で
具

体
的

な
対

応
を
検

討
す
る
。

4
3

秋
田
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2
0
1
3
年
1
月
3
0
日
時
点

弁
護

士
会

支
援
の
た
め

の
組
織

新
規
登
録
弁
護
士
研
修

に
基

づ
く
研

修
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
等

独
立
開
業
の
た

め
の
独
自
研
修

委
員
会
を

通
じ
た
支
援

「
指
導
委
託
弁
護
士

制
度
」
等
の
創
設
・
実
施

相
談
会

の
実
施

そ
の

他

即
時

・
早

期
独

立
開

業
弁

護
士

に
対

す
る

各
弁

護
士

会
に

お
け

る
対

応
状

況

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
詳

細
に

つ
い

て
は

各
弁

護
士

会
に

お
問

い
合

せ
く

だ
さ

い
。

4
4

青
森

県

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
に
よ
る

支
援

を
検

討
中

。

●
新

規
登

録
弁

護
士

に
対

す
る
研

修
の

義
務

化
を
検

討
中

。

●
専

用
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス

ト
開

設
に
よ
る
，
会

務
・

業
務

・
事

件
処

理
に
対

す
る
支

援
を
検

討
中

。

4
5

札
幌

司
法

修
習

生
就

職
問

題
対

応
委

員
会

●
若

手
会

員
向

け
の

研
修

の
充

実
化

を
検

討
中

。

●
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
の

活
用

な
ど
に
よ
る
業

務
・

事
件

処
理

に
つ
い
て
の

ア
ド
バ
イ
ス
の
実
施
を
検

討
中

。

●
「
新

人
独

立
弁

護
士

支
援

に
関

す
る
規

則
」
を
制

定
し
，
「
指

導
委

託
制

度
」
（
指

導
担

当
弁

護
士

が
，
新

人
独

立
弁

護
士

と
事

件
を
共

同
受

任
す
る
制

度
）
を
創

設
し

た
。

●
「
支

援
の

た
め
の

組
織

」
が

Ｐ
Ｔ
か

ら
正

式
な
委

員
会

へ
格

上
げ
。

4
6

函
館

4
7

旭
川

4
8

釧
路

●
新

人
弁

護
士

向
け
の

研
修

制
度

の
導

入
を
検

討
中

4
9

香
川

県
●
開
業
支
援
協
力
弁
護
士
が
窓
口
と

な
っ
て
い
る
。

5
0

徳
島

即
独

支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
何

ら
か
の
支
援

体
制

を
作

る
こ

と
を
検

討
中

）

●
１
年

間
の

研
修

期
間

内
に
下

記
の

研
修

を
行

う
。

（
１
）
法
律
相
談
２
～
３
回
程
度

（
２
）
刑
事
事
件
２
件
程
度

（
３
）
民
事
事
件
１
～
２
件
程
度
（
（
４
）
そ
の
他
（
研
修
に
よ
る
弁
護
技
術
の
向
上
の
み

な
ら
ず
，
支

援
対

象
者

が
指

導
弁

護
士
に
対
し
何
で
も
相
談
で
き
る
と
い
う
関
係
を

築
く
こ
と
が

重
要

で
あ
る
の

で
，
そ
の

よ
う
な
点

に
配

慮
し
て
指

導
を
行

う
。
）

●
研

修
に
つ
い
て

◇
希

望
者

の
み

を
対

象
と
し
，
義

務
づ

け
は

し
な
い
。

◇
指

導
弁

護
士

に
つ
い
て

●
弁
護
士
登
録
３
年
以
上
の
弁
護
士

で
，
勤
務
弁
護
士
も
可
能
。

●
支
援
対
象
者
１
名
に
対
し
，
指
導
弁

護
士

２
名

の
体

制
と
す
る
。

5
1

高
知

●
４
９
期
以
降
の
全
会

員
が

登
録

さ
れ

て
い
る
、

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
が
あ

り
，
会

務
・
業

務
・
事

件
処

理
・
デ
ー
タ
検

索
等

に
つ
い
て
活

発
に
意

見
交

換
が

行
わ

れ
て
い
る
。

●
必

要
に
応

じ
て
業

務
対

策
委

員
会

が
中

心
と
な
っ
て
対

応
を
協

議
し
て
い
く
予

定
。

5
2

愛
媛
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